
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計時を行う計時手段と、
前記計時手段を起動させるための起動手段と、
前記計時手段により所定時間が計時されたタイミング以降の期間、所定の周期で周囲の音
の音量測定を行う音量測定手段と、
前記音量測定手段により測定される音量が第１の閾値より小さくなったか否かの判定を開
始する第１の判定手段と、
前記測定した音量が前記第１の閾値より小さくなると防犯モードに設定する設定手段と、
前記設定手段により防犯モードに設定されると、前記音量測定手段により測定される音量
が第２の閾値より大きいか否かを判定する第２の判定手段と、
前記音量測定手段により測定された音量が第２の閾値より大きいときにその旨を報知する
報知手段とを備えることを特徴とする防犯装置。
【請求項２】
　前記報知手段は、所定の音源を鳴動させることにより前記測定した音量が第２の閾値よ
り大きい旨を周囲に報知するものであることを特徴とする請求項１に記載の防犯装置。
【請求項３】
　管理者により操作される管理装置と通信回線を介して通信可能に構成され、前記報知手
段は、前記通信回線を介して前記測定した音量が第２の閾値より大きい旨を前記管理装置
に報知するものであることを特徴とする請求項１または２に記載の防犯装置。
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【請求項４】
　通信回線を介して外部機器と通信可能に構成され、前記報知手段は、前記通信回線を介
して前記測定した音量が第２の閾値より大きい旨を前記外部機器に報知するものであるこ
とを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の防犯装置。
【請求項５】
　外部機器から通信回線を介して送信された前記防犯モードを解除する旨の解除指示情報
を受信する解除指示情報受信手段と、前記解除指示情報受信手段により前記解除指示情報
が受信されると、前記防犯モードを解除させる解除手段とを備えることを特徴とする請求
項１ないし４のいずれかに記載の防犯装置。
【請求項６】
　前記第１の判定手段により前記判定が開始される前記タイミングを変更する変更手段を
備えることを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の防犯装置。
【請求項７】
　請求項１ないし４のいずれかに記載の防犯装置と、管理者により操作され、前記防犯装
置と通信回線を介して通信可能に接続される管理装置とを備える防犯システムであって、
前記管理装置は、前記防犯装置から送信される、測定した音量が前記第２の閾値より大き
い旨の報知情報を受信することを特徴とする防犯システム。
【請求項８】
　前記防犯装置と通信回線を介して通信可能に接続される外部機器を更に備え、前記外部
機器は、前記防犯装置から送信される、測定した音量が前記第２の閾値より大きい旨の報
知情報を受信することを特徴とする請求項７に記載の防犯システム。
【請求項９】
　請求項５に記載の防犯装置と、
前記防犯装置に対して前記防犯モードの解除を指示するべく操作される操作手段、及び通
信回線を介して前記解除指示情報とこの解除指示情報を送信する対象の防犯装置を特定す
るための装置情報とを送信する送信手段を備える外部機器と、
前記解除指示情報と前記装置情報とを受信する受信手段、装置情報を記憶する記憶手段、
及び、前記受信手段により受信した装置情報と前記記憶手段に記憶されている装置情報と
を照合し、この装置情報に対応する防犯装置に前記解除指示情報を送信する送信手段を有
し、管理者により操作される管理装置とを備えて構成されていることを特徴とする防犯シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、防犯装置及び防犯システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　例えば特開平 －２９４１８６号公報には、入居者が留守の際、その入居者の住戸で物
音等を検出した場合に、非常ベルを鳴動させる等の手段により周辺の住戸へその旨を報知
したり、電話回線等の通信手段によって警備会社等へ報知する防犯システムが開示されて
いる。
【０００３】
この種の防犯システムは、当該防犯システムの利用者（居住者）が、所定の操作を行って
、住戸を留守にする際、防犯システムを構成する防犯装置を、侵入者の検出を行う侵入検
出状態（防犯モード）に設定する一方、帰宅したときにはその侵入検出状態を解除するよ
うに構成されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来では、防犯装置を侵入検出状態に設定すると、ただちに侵入検出状態
に設定されるように構成されていたので、防犯装置が住戸の玄関から離れて設置されてい
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る場合、防犯装置を侵入検出状態にセットしてから住戸の外に出るまでの足音や施錠音な
ど物音が立たないように注意しながら行動する必要があった。
【０００５】
本発明は、上記に鑑みてなされたもので、居住者に要求されていた上記のような面倒な気
遣いを軽減したり不要にしたりすることのできる防犯装置及び防犯システムを提供するこ
とを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
請求項１に記載の発明は、計時を行う計時手段と、前記計時手段を起動させるための起動
手段と、前記計時手段により所定時間が計時されたタイミング以降の期間、所定の周期で
周囲の音の音量測定を行う音量測定手段と、前記音量測定手段により測定される音量が第
１の閾値より小さくなったか否かの判定を開始する第１の判定手段と、前記測定した音量
が前記第１の閾値より小さくなると防犯モードに設定する設定手段と、前記設定手段によ
り防犯モードに設定されると、前記音量測定手段により測定される音量が第２の閾値より
大きいか否かを判定する第２の判定手段と、前記音量測定手段により測定された音量が第
２の閾値より大きいときにその旨を報知する報知手段とを備えることを特徴とするもので
ある。
【０００７】
この発明によれば、起動手段により計時手段の計時が開始される。そして、所定時間が計
時されたタイミング以降の期間、音量測定手段により所定の周期で周囲の音の音量測定が
行われるとともに、第１の判定手段により、測定された音量が第１の閾値より小さくなっ
たか否かの判定が行われる。上記測定音量が第１の閾値より小さくなったと判定されると
、設定手段により防犯モードに設定され、第２の判定手段により測定音量が第２の閾値よ
り大きいか否かの判定が行われる。測定された音量が第２の閾値より大きいと、報知手段
によりその旨が報知される。
【０００８】
このように、居住者が起動手段により計時手段を起動させてから防犯モードに設定される
までにいくらかの時間的な猶予が居住者に与えられるため、足音や施錠音などの物音が立
たないように行動するなど面倒な気遣いが不要となる、あるいは軽減される。
【０００９】
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の防犯装置において、前記報知手段は、所定の
音源を鳴動させることにより前記測定した音量が第２の閾値より大きい旨を周囲に報知す
るものであることを特徴とするものである。
【００１０】
この発明によれば、測定された音量が第２の閾値より大きいと、その旨が所定の音源の鳴
動させることで当該防犯装置の周囲にいる人間に報知される。
【００１１】
請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の防犯装置において、管理者により操
作される管理装置と通信回線を介して通信可能に構成され、前記報知手段は、前記通信回
線を介して前記測定した音量が第２の閾値より大きい旨を前記管理装置に報知するもので
あることを特徴とするものである。
【００１２】
この発明によれば、測定された音量が第２の閾値より大きいと、その旨が管理装置を介し
て管理者に報知される。
【００１３】
請求項４に記載の発明は、請求項１ないし３のいずれかに記載の防犯装置において、通信
回線を介して外部機器と通信可能に構成され、前記報知手段は、前記通信回線を介して前
記測定した音量が第２の閾値より大きい旨を前記外部機器に報知するものであることを特
徴とするものである。
【００１４】
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この発明によれば、測定された音量が第２の閾値より大きいと、その旨が外部機器に報知
される。
【００１５】
ところで、防犯装置が住戸の玄関から離れて設置されており、防犯モードの設定を解除す
る操作部がこの防犯装置に備えられている場合には、帰宅時にも上記のような気遣いが必
要となる。
【００１６】
そこで、請求項５に記載の発明のように、請求項１ないし４のいずれかに記載の防犯装置
に、外部機器から通信回線を介して送信された前記防犯モードを解除する旨の解除指示情
報を受信する解除指示情報受信手段と、前記解除指示情報受信手段により前記解除指示情
報が受信されると、前記制御手段の動作を解除させる解除手段とをさらに備え、外部機器
から遠隔操作で防犯モードの設定を解除することができるようにすることにより、帰宅時
においても上記のような面倒な気遣いが不要等となる。
【００１７】
請求項６に記載の発明は、請求項１ないし５のいずれかに記載の防犯装置において、前記
第１の判定手段により前記判定が開始される前記タイミングを変更する変更手段を備える
ことを特徴とするものである。
【００１８】
この発明によれば、第１の判定手段による判定の開始タイミングを変更する変更手段を備
えたので、居住者が自らの行動のペースを考慮して猶予時間を設定することが可能となる
。
【００１９】
請求項７に記載の発明は、請求項１ないし４のいずれかに記載の防犯装置と、管理者によ
り操作され、前記防犯装置と通信回線を介して通信可能に接続される管理装置とを備える
防犯システムであって、前記管理装置は、前記防犯装置から送信される、測定した音量が
前記第２の閾値より大きい旨の報知情報を受信することを特徴とする防犯システムである
。
【００２０】
この発明によれば、防犯装置により測定した音量が前記第２の閾値より大きい旨の報知情
報が通信回線を介して送信されると、管理装置によりその報知情報が受信される。
【００２１】
請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の防犯システムに、前記防犯装置と通信回線を
介して通信可能に接続される外部機器を更に備え、前記外部機器は、前記防犯装置から送
信される、測定した音量が前記第２の閾値より大きい旨の報知情報を受信することを特徴
とするものである。
【００２２】
この発明によれば、防犯装置により測定した音量が前記第２の閾値より大きい旨の報知情
報が通信回線を介して送信されると、外部機器によりその報知情報が受信される。
【００２３】
請求項９に記載の発明は、請求項５に記載の防犯装置と、前記防犯装置に対して前記防犯
モードの解除を指示するべく操作される操作手段、及び通信回線を介して前記解除指示情
報とこの解除指示情報を送信する対象の防犯装置を特定するための装置情報とを送信する
送信手段を備える外部機器と、前記解除指示情報と前記装置情報とを受信する受信手段、
装置情報を記憶する記憶手段、及び、前記受信手段により受信した装置情報と前記記憶手
段に記憶されている装置情報とを照合し、この装置情報に対応する防犯装置に前記解除指
示情報を送信する送信手段を有し、管理者により操作される管理装置とを備えて構成され
ていることを特徴とする防犯システムである。
【００２４】
この発明によれば、外部機器において、操作手段により防犯装置に対して防犯モードの解
除が指示されると、その解除指示情報と該解除指示情報を送信する対象の防犯装置を特定
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するための装置情報とが送信手段により通信回線を介して管理装置に送信される。管理装
置において、受信手段により解除指示情報と該装置情報とが受信されると、送信手段によ
り、受信手段により受信した装置情報と記憶手段に記憶されている装置情報とが照合され
るとともに、この装置情報に対応する防犯装置に前記解除指示情報が送信される。
【００２５】
【発明の実施の形態】
本発明に係る防犯装置及び防犯システムの実施形態について説明する。
【００２６】
図１は、本実施形態に係る防犯システム１の全体構成図である。
【００２７】
図１に示すように、本実施形態に係る防犯システム１は、住戸に設置された防犯装置１０
と、防犯装置１０に通信ラインＬを介して通信可能に接続され、防犯装置１０を介して住
戸の防犯状態を管理する管理センター４０の管理装置４１と、例えば携帯電話網を用い、
防犯装置１０の動作を管理センター４０を介して遠隔操作する移動端末装置５０（外部機
器に相当）とを備えてなる。
【００２８】
図２は、防犯装置１０の外観図、図３は、防犯装置１０のブロック構成図である。
【００２９】
図２，図３に示すように、防犯装置１０は、例えば集合住宅等の各住戸に設置される、住
戸間通話等を行うための住宅情報盤に適用されたものであり、入力操作部１１、決定釦１
２、非常ボタン１３、音声入力部１４、音声出力部１５、音声処理部１６、送受話器１７
、侵入検出モード設定釦１８、管理呼ボタン１９、制御部２０、記憶部２１、通信部２２
を備えて構成されている。
【００３０】
入力操作部１１は、数字キーや「♯」，「＊」などの特殊キー等を備えてなり、他の住戸
の住人とコミュニケーションを行う際の住戸番号等の指定操作等を行うためのものである
。
【００３１】
決定釦１２は、入力操作部１１で入力した内容を確定して制御部２０に出力するためのス
イッチであり、例えば押し釦式スイッチである。非常ボタン１３は、詳しくは説明しない
が、火災を確認したときに操作されるものである。音声入力部１４は、住人の音声を入力
するためのものであり、音声を電気信号に変換して音声処理部１６に出力する、例えばマ
イクロホンで構成される。音声出力部１５は、音声処理部１６からの電気信号を音声に変
換して外部に出力するものであり、例えばスピーカである。音声入力部１４及び音声出力
部１５は、送受話器１７に備えられ、音声出力部１５は、さらに住宅情報盤の本体にも備
えられる。音声処理部１６は、音声入力部１４からの電気信号を通信に適するように所定
の処理を行って制御部２０に出力するとともに、制御部２０からの電気信号を音声出力部
１５の機器に適するように所定の処理を行って音声出力部１５に出力するものである。
【００３２】
侵入検出モード設定釦１８は、当該防犯装置１０を後述する侵入検出モード（防犯モード
に相当）に設定するべく押圧操作されるものである。
【００３３】
管理呼ボタン１９は、詳しくは説明しないが、当該防犯装置１０が図略の管理人室に設置
された監視盤等に通信可能に接続されている場合に、その管理人室内の管理人を監視盤等
を介して呼び出すべく押圧操作されるものである。
【００３４】
制御部２０は、例えばマイクロプロセッサからなり、入力操作部１１、決定釦１２、非常
ボタン１３、音声処理部１６、侵入検出モード設定ボタン１８、管理呼ボタン１９、記憶
部２１及び通信部２２に接続され、これら各機器を制御プログラムにしたがって制御する
ものである。
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【００３５】
さらに、制御部２０は、タイマ２３と、機能的に釦操作検出部２４、音量測定部２５、判
定部２６、侵入検出モード設定部２７、通報部２８及び侵入検出モード解除部２９を備え
ている。
【００３６】
釦操作検出部２４は、侵入検出モード設定釦１８が押圧操作されたか否かを検出するもの
である。
【００３７】
タイマ２３は、侵入検出モード設定釦１８が押圧操作されると、計時を開始するものであ
る。
【００３８】
音量測定部２５は、タイマ２３が計時を開始して所定時間が経過すると、所定の周期で音
声入力部１４から周囲の音を入力し、その入力した音の音量を測定するものである。上記
所定時間は、侵入検出モード設定釦１８が押圧操作されてから戸外に出て居住者が施錠を
完了することができると通常想定される時間（住戸が留守状態となる時間）に設定されて
いる。なお、以下の説明においては、上記所定時間を猶予時間という。
【００３９】
判定部２６は、タイマ２３が計時を開始して猶予時間が経過したタイミングから所定の周
期で、上記音量測定部２５により測定される音量（以下、測定音量という）が、予め設定
された第１の閾値（以下、第１の基準音量という）を下回ったか否かを判定するものであ
る。また、判定部２６は、後述するように、侵入検出モードにおいて、測定音量が第２の
基準音量を超えたか否かの判定も行う。
【００４０】
侵入検出モード設定部２７は、判定部２６により測定音量が基準音量を下回ったと判定さ
れると、当該防犯装置１０を、所定の周期で音声入力部１４により周囲の音の音量を測定
し、その測定音量が予め設定された第２の閾値（以下、第２の基準音量という）を超えた
か否かの判定等を行う侵入検出モードに設定するものである。
【００４１】
通報部２８は、判定部２６により測定音量が第２の基準音量を超えたと判定されると、通
信ラインＬを介して管理センター４０内の管理装置４１にその旨を報知するとともに、音
声出力部１５から警報を鳴動させるものである。なお、通報部２８は、非常ボタン１３が
押圧操作された場合に、火災が発生した旨を上記管理装置４１に報知する機能も有する。
【００４２】
侵入検出モード解除部２９は、管理センター４０内の管理装置４１から侵入検出モードの
解除を指示するモード解除指示信号が送信されたときに、上記侵入検出状態を解除するも
のである。
【００４３】
記憶部２１は、制御プログラムやデータなどを記憶する、例えばＲＡＭ（ Randam Access 
Memory）やＲＯＭ（ Read Only Memory）等のメモリであり、予め記憶された音量について
の上記第１、第２の基準音量を記憶する閾値記憶部３０と、上記猶予時間を記憶する猶予
時間記憶部３１とを含むものである。
【００４４】
通信部２２は、他の防犯装置との間で種々のデータを交換することができるように、制御
部２０からの電気信号を変調して通信ラインＬに出力するインターフェースである。
【００４５】
管理センター４０に設置される管理装置４１は、図４に示すように、機能的に通報受信部
４３、認証判定部４４及び解除指示部４５を有する制御部４２と、記憶部４６と、通信部
４７とを備える。
【００４６】
通報受信部４３は、防犯装置１０の通報部２８からの通報（測定音量が第２の基準音量を
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超えた旨の通報もしくは火災が発生した旨の通報）を受信するものである。
【００４７】
認証判定部４４は、後述の移動端末装置５０から送信される利用者ＩＤ及び利用者パスワ
ードからなる利用者情報（図５参照）を受信するとともに、当該管理装置４１の記憶部４
６を参照して、受信した利用者情報が記憶（登録）されているか否かを判定するものであ
る。
【００４８】
解除指示部４５は、認証判定部４４により受信した利用者情報が登録されていると、当該
管理装置４１の記憶部４６からその利用者情報に対応する防犯装置アドレス（図５参照）
の防犯装置１０を検索し、その防犯装置アドレスの防犯装置１０に侵入検出の解除を指示
するモード解除指示信号を送信するものである。
【００４９】
記憶部４６は、制御プログラムやデータなどを記憶する、例えばＲＡＭ（ Random Access 
Memory）やＲＯＭ（ Read Only Memory）等のメモリであり、利用者情報と防犯装置アドレ
スとを相互に対応させて記憶する利用者情報等記憶部４８を含むものである。例えば、図
５に示すように、利用者ＩＤ「 tarou」に対して利用者パスワード「 uorat」及び防犯装置
アドレス「ＳＡ１」が利用者ＩＤ「 hanako」に対して利用者パスワード「 okanah」及び防
犯装置アドレス「ＳＡ２」がそれぞれ記憶部４６にテーブル形式で記憶されている。
【００５０】
通信部４７は、防犯装置１０及び移動端末装置５０との間で種々のデータを交換すること
ができるように、制御部２０からの電気信号を変調して通信ラインＬ等に出力するインタ
ーフェースである。
【００５１】
移動端末装置５０は、例えば携帯電話であり、図６に示すように、入力操作部５１と、機
能的に解除信号送信部５３及び利用者情報送信部５４を有する制御部５２と、通信部５５
とを有する。
【００５２】
入力操作部５１は、電話番号等を入力操作するためのキーを含むキー群等からなるもので
、防犯装置１０の侵入検出状態を解除するためのモード解除指示信号の送信指示や利用者
情報の入力を行うためのものである。
【００５３】
解除信号送信部５３は、入力操作部５１により所定の操作が行われ、管理センター４０内
の管理装置４１への上記モード解除指示信号の送信指示がなされると、そのモード解除指
示信号を管理装置４１に送信するものである。
【００５４】
利用者情報送信部５４は、入力操作部５１により利用者情報が入力されると、この利用者
情報を管理センター４０に送信するものである。
【００５５】
通信部５５は、管理センター４０の管理装置４１との間で種々のデータを交換することが
できるように、制御部５２からの電気信号を変調して出力するインターフェースである。
【００５６】
次に、防犯装置１０の一連の侵入検出処理を説明する。図７は、侵入検出処理のフローチ
ャートである。なお、防犯装置１０は、侵入検出モードに設定されていない状態に初期設
定されているものとして説明する。
【００５７】
図７に示すように、まず、釦操作検出部２４により侵入検出モード設定釦１８が押圧操作
されたか否かが判定され（ステップ♯１）、押圧操作が検出される（ステップ♯１でＹＥ
Ｓ）と、タイマ２３により計時が開始される（ステップ♯２）。そして、計時が開始され
てから上記猶予時間が経過したかが判定部２６により判定され（ステップ♯３）、猶予時
間が経過する（ステップ♯３でＹＥＳ）と、音声入力部１４及び音量測定部２５により周
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囲の音の音量が測定され（ステップ♯４）、判定部２６によりその測定音量が第１の基準
音量を下回ったか否かが判定される（ステップ♯５）。その結果、測定音量が第１の基準
音量を下回っていない場合（ステップ♯５でＮＯ）には、下回るまでステップ♯４，♯５
の処理が繰り返し行われ、下回ると、ステップ♯６以降の侵入検出モードに設定される。
【００５８】
ステップ♯６において、音声入力部１４及び音量測定部２５により周囲の音の音量が測定
されると、侵入検出モード解除部２９により管理センター４０からモード解除指示信号が
送信されたか否かが判定される（ステップ♯７）。管理センター４０からモード解除指示
信号が送信されていなければ（ステップ♯７でＹＥＳ）、判定部２６により測定音量が第
２の基準音量を超えたか否かが判定され（ステップ♯８）、その結果、測定音量が第２の
基準音量を超えている（ステップ♯８でＹＥＳ）と、侵入者有りと判断して通報部２８に
より管理センター４０の管理装置４１への通報が行われるとともに、警報が鳴動される（
ステップ♯９）。
【００５９】
一方、ステップ♯７において、管理センター４０からモード解除指示信号が送信されてい
る（ステップ♯７でＹＥＳ）と、侵入検出モード解除部２９により侵入検出モードが解除
された（ステップ♯１０）後、ステップ♯１の処理に戻る。
【００６０】
移動端末装置５０から防犯装置１０の侵入検出状態の解除指示があった場合の管理装置４
１の処理について説明する。図８は、この管理装置４１の処理のフローチャートである。
【００６１】
図８に示すように、通報受信部４３により移動端末装置５０からモード解除指示信号が送
信されたか否かが判定され（ステップ♯２１）、移動端末装置５０からモード解除指示信
号が送信される（ステップ♯２１でＹＥＳ）と、認証判定部４４により、移動端末装置５
０から送信される利用者情報が受信され、この利用者情報が登録されているか否かが判定
される（ステップ♯２２）。そして、受信した利用者情報が登録されているとき（ステッ
プ♯２２でＹＥＳ）には、移動端末装置５０の解除信号送信部５３から送信されたモード
解除指示信号が受け付けられ、解除指示部４５によりその利用者情報に対応する防犯装置
アドレスの防犯装置１０に侵入検出状態の解除を指示する信号が送信される（ステップ♯
２３）。
【００６２】
以上のように、居住者が侵入検出モード設定釦１８を操作してから防犯装置１０がステッ
プ♯６以降の侵入検出状態に設定されるまでに時間的な猶予を居住者に与えるようにした
ので、居住者は、足音や施錠音などの物音が立たないように行動するなどの気遣いをほと
んどすることなく、戸外へ出たり施錠したりすることができる。
【００６３】
また、移動端末装置５０から防犯装置１０に対して侵入検出の解除を指示できるように構
成したので、帰宅時においても上記のような面倒な気遣いが不要となる、あるいは軽減さ
れる。
【００６４】
本発明は、上記実施形態に限らず、次の変形形態（１），（２）を採用し得る。
（１）上記実施形態では、猶予時間は、予め設定された時間に固定されていたが、これに
限られず、防犯装置１０に猶予時間を変更するための変更操作部を設け、居住者がこの変
更操作部を操作して適宜設定変更できるようにすると、居住者は自分の行動のペースにあ
った猶予時間を設定することができる。
（２）上記実施形態では、侵入検出モードにおいて、測定音量が第２の基準音量を超える
と、管理センター４０の管理装置４１に通報するようになっているが、これに限られず、
移動端末装置５０に、あるいは管理装置４１及び移動端末装置５０の両方に報知するよう
にしてもよい。この場合、移動端末装置５０を携帯等している居住者は、その報知を受け
て速やかに何らかの対応を行うことが可能となる。
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【００６５】
【発明の効果】
請求項１に記載の発明によれば、起動手段により計時手段の計時が開始されて所定時間が
計時されたタイミング以降の期間、音量測定手段により所定の周期で周囲の音の音量測定
を行うとともに、測定音量が第１の閾値より小さくなったか否かの判定を行い、その測定
音量が第１の閾値より小さいと、防犯モードに設定するようにしたので、居住者が起動手
段により計時手段を起動させてから防犯モードに設定されるまでにいくらかの時間的な猶
予が居住者に与えられ、足音や施錠音などの物音が立たないように行動するなど面倒な気
遣いが不要となる、あるいは軽減することができる。
【００６６】
請求項２に記載の発明によれば、測定された音量が第２の閾値より大きくなると、その旨
を所定の音源の鳴動させることで当該防犯装置の周囲にいる人間に報知することができる
。
【００６７】
請求項３に記載の発明によれば、測定された音量が第２の閾値より大きくなると、その旨
を管理装置を介して管理者に報知することができる。
【００６８】
請求項４に記載の発明によれば、測定された音量が第２の閾値より大きくなると、その旨
を外部機器に報知することができる。
【００６９】
請求項５に記載の発明によれば、外部機器から通信回線を介して送信された前記防犯モー
ドを解除する旨の解除指示情報を受信する解除指示情報受信手段と、前記解除指示情報受
信手段により前記解除指示情報が受信されると、前記制御手段の動作を解除させる解除手
段とをさらに備えたので、外部機器から遠隔操作で防犯モードの設定を解除することがで
き、帰宅時においても面倒な気遣いが不要となる、あるいは軽減することができる。
【００７０】
請求項６に記載の発明によれば、判定手段により前記判定が開始される前記タイミングを
変更する変更手段を備えたので、居住者が自らの行動のペースを考慮して猶予時間を設定
することができる。
【００７１】
請求項７に記載の発明によれば、少なくとも請求項１ないし３のいずれかに記載の発明の
効果を有する防犯システムを構築することができる。
【００７２】
請求項８に記載の発明によれば、請求項４に記載の発明の効果を有する防犯システムを構
築することができる。
【００７３】
請求項９に記載の発明によれば、請求項５に記載の発明の効果を有する防犯システムを構
築することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本実施形態に係る防犯システムの全体構成図である。
【図２】　防犯装置の外観図である。
【図３】　防犯装置のブロック構成図である。
【図４】　管理センターに設置される管理装置のブロック構成図である。
【図５】　利用者情報（利用者ＩＤ及び利用者パスワード）と防犯装置アドレスとのテー
ブルの説明図である。
【図６】　移動端末装置のブロック構成図である。
【図７】　侵入検出処理のフローチャートである。
【図８】　管理装置の処理のフローチャートである。
【符号の説明】
１０　　防犯装置
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１８　侵入検出モード設定釦
１４　　音声入力部
２１　　記憶部
２３　　タイマ
２４　　釦操作検出部
２５　　音量測定部
２６　　判定部
２７　　侵入検出モード設定部
２８　　通報部
２９　　侵入検出モード解除部
３０　　閾値記憶部
３１　　猶予時間記憶部
４１　　管理装置
４３　　通報受信部
４４　　認証判定部
４５　　解除指示部
４６　　記憶部
４８　　利用者情報等記憶部
５０　　移動端末装置
５１　　入力操作部
５３　　解除信号送信部
５４　　利用者情報送信部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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